
○

資
金
移
動
業
履
行
保
証
金
規
則
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
・
法
務
省
令
第
五
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う

に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
仮
配
当
表
）

第
七
条

令
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
調
査
の
た
め
、
金
融

庁
長
官
は
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
期
間
が
経
過
し
た
後
、
遅
滞
な
く

、
仮
配
当
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
示
し
、
か
つ
、
当
該
権
利
の
調
査
に

係
る
資
金
移
動
業
を
行
う
資
金
移
動
業
者
（
当
該
資
金
移
動
業
者
が
法
第

四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四

十
五
条
の
五
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
資

金
移
動
業
者
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方
と
し
、
当
該
資
金
移
動
業
者
の
委

託
に
基
づ
き
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
当
該
資
金
移
動
業
者
及
び
当
該
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
同

項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
人
適
格
者
と
す
る
。
次
条
及
び
第
十
一
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

（
仮
配
当
表
）

第
七
条

令
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
調
査
の
た
め
、
金
融

庁
長
官
は
、
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
期
間
が
経
過
し
た
後
、
遅
滞
な
く

、
仮
配
当
表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
示
し
、
か
つ
、
当
該
権
利
の
調
査
に

係
る
資
金
移
動
業
を
行
う
資
金
移
動
業
者
（
当
該
資
金
移
動
業
者
が
法
第

四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
資
金
移
動
業
者
及
び
当
該
契
約
の
相
手
方
。
次
条
及
び
第

十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
同
上
］

（
配
当
の
実
施
）

第
十
四
条

資
金
移
動
業
者
が
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四

（
配
当
の
実
施
）

第
十
四
条

資
金
移
動
業
者
に
係
る
履
行
保
証
金
の
う
ち
に
、
当
該
資
金
移
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十
五
条
の
五
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
又
は
資
金
移
動
業
者

の
委
託
に
基
づ
き
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
金
融
庁
長
官
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
全
部

の
弁
済
が
な
さ
れ
た
後
（
こ
れ
ら
の
契
約
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
命
令

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
命
令
に
基
づ
き
履
行
保
証
金
が
供
託
さ
れ
た

後
）
に
、
履
行
保
証
金
の
配
当
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
金
移
動
業
者
に
係
る
履
行
保
証
金
の
う
ち
に
、
当
該
資
金
移
動
業
者

と
法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
若

し
く
は
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
当
該

資
金
移
動
業
者
の
利
用
者
と
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
契
約
を
締
結

し
て
い
る
者
が
法
第
四
十
六
条
の
命
令
に
基
づ
き
供
託
し
た
履
行
保
証
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
金
融
庁
長
官
は
、
ま
ず
当
該
資
金
移
動
業
者
が
供
託

し
た
履
行
保
証
金
に
つ
き
配
当
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
業
者
と
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
契
約
を
締
結
し
て

い
る
者
が
法
第
四
十
六
条
の
命
令
に
基
づ
き
供
託
し
た
履
行
保
証
金
が
あ

る
場
合
に
は
、
金
融
庁
長
官
は
、
ま
ず
当
該
資
金
移
動
業
者
が
供
託
し
た

履
行
保
証
金
に
つ
き
配
当
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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様式第１（第１条第１項） 

（日本産業規格Ａ４） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者 登 録 番 号  財務（支）局長 第 号 

（郵便番号 － ） 

  住    所 

電話番号（ ） － 

  商   号 

代表者の氏名 

履行保証金取戻承認申請書 

下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第 17 条第１項又は

第３項の規定により履行保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

［１．～３． 略］

（記載上の注意）

１． ［略］

２．「取戻しの事由」には、供託している履行保証金並びに締

結している履行保証金保全契約（法第 44条に規定する履行保

証金保全契約をいう。）、履行保証金信託契約（法第 45条に

規定する履行保証金信託契約をいう。）、履行保証人債務引

様式第１（第１条第１項） 

（日本産業規格Ａ４） 

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

申請者 登 録 番 号  財務（支）局長 第 号 

（郵便番号 － ） 

  住    所 

電話番号（ ） － 

  商     号 

代表者の氏名 

履行保証金取戻承認申請書 

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第 17 条第１項又は

第３項の規定により履行保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

［１．～３． 同左］

（記載上の注意）

１． ［同左］

２．「取戻しの事由」には、供託している履行保証金並びに締

結している履行保証金保全契約（法第 44条に規定する履行保

証金保全契約をいう。）及び履行保証金信託契約（法第 45条

に規定する履行保証金信託契約をいう。）の内容を記載した

3



受契約（法第 45条の３に規定する履行保証人債務引受契約を

いう。）及び履行保証金弁済信託契約（法第 45条の５に規定

する履行保証金弁済信託契約をいう。）並びに資金移動業者

の委託に基づき締結されている履行保証人保証契約（法第 45

条の４に規定する履行保証人保証契約をいう。）の内容を記

載した上で、取戻可能額を算定し、記載すること。

３． ［略］

上で、取戻可能額を算定し、記載すること。

３． ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 表 中 の 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。
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